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□
保
険
料
の
軽
減　

▽
所
得
の
少
な
い
世

帯
に
属
す
る
方
＝
世
帯
主
お
よ
び
被
保
険

者
の
所
得
に
応
じ
て
、
保
険
料
の
被
保
険

者
均
等
割
が
軽
減
さ
れ
ま
す　

▽
被
用
者

保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
＝
制
度
施

行
時
か
ら
２
年
間
は
被
保
険
者
均
等
割

額
、
所
得
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す

新
し
い
被
保
険
者
証
を
交
付

　

被
保
険
者
の
方
に
は
、
１
人
に
１
枚
、

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
が
交
付
さ

れ
ま
す
。
被
保
険
者
証
は
水
色
で
カ
ー
ド

サ
イ
ズ
と
な
り
ま
す
。

　これまでの老人保健制度は、４月１日から７５

歳以上の方（６５歳以上の一定の障害のある方を

含む）を対象に、高齢者にふさわしい医療が受け

られるように制度設計された新しい医療制度

『後期高齢者医療制度』に変わります。

　制度の運営は、岐阜県後期高齢者医療広域連

合が行い、市は保険料の徴収や窓口業務（申請・

届出の受け付けなど）を行います。

□問い合わせ　岐阜県後期高齢者医療広域連合

�０５８-３８７-６３６８、市高齢福祉課高齢福祉係�２６-

２１１１（内線１２３・１２４）

平成２０年４月１日から

後期高齢者医療制度が始まります

対
象
と
な
る
人

　
　

歳
以
上
の
方
全
員
と　

歳
か
ら　

歳

７５

６５

７４

の
方
で
一
定
の
障
害
が
あ
り
、
岐
阜
県
後

期
高
齢
者
広
域
連
合
（
広
域
連
合
）
の
認

定
を
受
け
た
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

資
格
を
取
得
す
る
と
き

　
　

歳
以
上
の
方
は
４
月
１
日
か
ら
、　

７５

７４

歳
ま
で
の
方
は　

歳
の
誕
生
日
か
ら
、　

７５

６５

歳
か
ら　

歳
の
方
で
一
定
の
障
害
が
あ
り

７４

広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
方
は
、
認
定

日
か
ら
資
格
取
得
と
な
り
ま
す
。　

歳
以

６５

上
の
老
人
保
健
制
度
で
障
害
認
定
を
受
け

た
方
は
、
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
も

の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
な
お　

歳
か
ら　

６５

７４

歳
の
障
害
認
定
を
受
け
た
方
は
、
届
出
を

す
る
こ
と
で
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
か
ら

脱
退
し
、
今
ま
で
の
医
療
保
険
に
引
き
続

き
加
入
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

制
度
の
し
く
み

　

こ
の
制
度
は
、
対
象
と
な
る
人
に
か
か

る
医
療
費
総
額
の
う
ち
、
約
５
割
を
公
費

（
国
・
県
・
市
）、
約
４
割
を　

歳
ま
で
の

７４

方
が
加
入
す
る
医
療
保
険
の
支
援
金
（
若

年
者
の
保
険
料
）、
残
り
の
１
割
を
対
象

と
な
る
人
全
員
が
保
険
料
と
し
て
負
担
し

運
営
す
る
独
立
し
た
医
療
保
険
制
度
で

す
。

保
険
料
は
４
月
分
か
ら
必
要

　

制
度
に
か
か
る
保
険
料
は
、
平
成　

年
２０

４
月
分
か
ら
次
の
と
お
り
ご
負
担
い
た
だ

き
ま
す
。

□
保
険
料
の
算
出　

後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
保
険
料
率
は
、

岐
阜
県
内
均
一
で
定

め
ら
れ
、
２
年
ご
と

に
見
直
さ
れ
ま
す
。

（
平
成　

・　

年
度
保

２０
２１

険
料
率
は
【
表
１
】）

　

保
険
料
額
は
、
被

保
険
者
一
人
当
た
り

の
均
等
割
額
と
、
所

得
に
応
じ
た
所
得
割

額
の
合
計
で
個
人
ご

と
に
決
め
ら
ま
す
。

（
注
意
）特
別
な
理
由
な
く
長
期
間
保
険
料

を
滞
納
し
た
と
き
は
、
医
療
費
が
い
っ
た

ん
全
額
自
己
負
担
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

□
納
付
の
方
法　

▽
特
別
徴
収
＝
年
額　
１８

万
円
以
上
の
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

は
、
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
（
介
護

保
険
料
と
合
わ
せ
た
保
険
料
が
、
年
金
受

給
額
の
２
分
の
１
を
超
え
る
場
合
は
、
特

別
徴
収
と
な
り
ま
せ
ん
）　

▽
普
通
徴
収

＝
特
別
徴
収
以
外
の
方
は
、
市
か
ら
送
付

さ
れ
る
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す

【表１】平成２０・２１年度保険料率（年額）

３９,３１０円被保険者
均等割額

基礎控除後の総所得金額等×７．３９％所得割額
※限度額は５０万円（年額）となります

▼

新
し
く
交
付
さ
れ
る
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
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医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き

　

１
カ
月
の
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と

き
は
、
該
当
者
に
案
内
文
書
と
申
請
書
が

送
付
さ
れ
ま
す
。
申
請
を
す
る
と
自
己
負

担
限
度
額
を
超
え
た
分
が
払
い
戻
さ
れ
ま

す
。（【
表
４
】）

　

た
だ
し
、
老
人
保
健
制
度
に
お
い
て
申

請
を
さ
れ
た
方
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
引
き
継
が
れ
る
の
で
、
再
度
申
請
を

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

□
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
（
高

額
介
護
合
算
療
養
費
）　

同
じ
世
帯
で
、

後
期
高
齢
者
医
療
と
介
護
保
険
の
自
己
負

担
が
あ
る
場
合
に
、
１
年
間
に
支
払
っ
た

自
己
負
担
を
合
算
し
、
左
記
の
限
度
額
を

超
え
た
場
合
に
、
超
え
た
分
が
支
給
さ
れ

ま
す
。（【
表
５
】）

後
か
ら
費
用
が
支
給
さ
れ
る
場
合

▽
や
む
を
得
な
い
理
由
で
被
保
険
者
証
を

持
た
ず
に
受
診
し
た
と
き

▽
コ
ル
セ
ッ
ト
な
ど
の
補
装
具
代
が
か

か
っ
た
と
き

▽
医
師
が
必
要
と
認
め
た
、
は
り
・
き
ゅ

う
･
マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
の
施
術
を
受
け
た

と
き

▽
柔
道
整
復
師
の
施
術
を
受
け
た
と
き

▽
医
師
の
指
示
に
よ
る
入
院
・
転
院
な
ど

の
移
送
に
費
用
が
か
か
っ
た
と
き

葬
祭
費
５
万
円
を
支
給

　

被
保
険
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合
、
市
に

申
請
す
る
と
、
葬
祭
を
行
っ
た
方
に
葬
祭

費
と
し
て
５
万
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

４
月
１
日
の
制
度
開
始
か
ら
被
保
険
者

と
な
る
方
に
は
、
被
保
険
者
証
（
８
㌻
写

真
）
が
３
月
中
旬
に
広
域
連
合
か
ら
郵
送

さ
れ
ま
す
。
４
月
１
日
の
制
度
開
始
ま
で

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

（
注
意
）３
月
中
旬
に
市
か
ら
郵
送
さ
れ
る

新
し
い
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
に

は
、
４
月
１
日
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
さ
れ
る
方
の
記
載
が
あ
り
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　

歳
以
上
の
社
会
保
険
加
入
者
で
、　

７５

７４

歳
ま
で
の
扶
養
者
が
あ
る
場
合
、
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
加
入
の
際
、
社
会
保
険

の
資
格
を
喪
失
す
る
た
め
、
扶
養
者
が
無

保
険
状
態
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
４

月
１
日
以
降
の
扶
養
者
の
保
険
加
入
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

自
己
負
担
割
合
を
決
め
る
所
得
区
分

▽
現
役
並
み
所
得
者
＝
同
一
世
帯
に
一
人

の
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以
上
の
被
保

険
者
が
お
り
、
次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当

す
る
方
。　

①
単
身
世
帯
で
、
年
金
＋
給

与
収
入
が
３
８
３
万
円
以
上　

②
２
人
以

上
世
帯
で
、
年
金
＋
給
与
収
入
が
５
２
０

万
円
以
上　

※
被
保
険
者
の
み
で
計
算
。

課
税
所
得
１
４
５
万
円
以
上
の
方
が
い
て

も
、
年
収
が
①
ま
た
は
②
に
満
た
な
い
方

は
、
申
請
に
よ
り
『
一
般
』
と
な
り
ま
す

▽
低
所
得
者
Ⅰ
＝
世
帯
の
全
員
が
住
民
税

非
課
税
で
、
そ
の
世
帯
の
各
所
得
が
必
要

経
費
・
控
除
（
年
金
の
所
得
は
控
除
額
を

８
０
万
円
と
し
て
計
算
）
を
差
し
引
い
た

と
き
０
円
と
な
る
方

▽
低
所
得
者
Ⅱ
＝
世
帯
の
全
員
が
住
民
税

非
課
税
の
方
（
低
所
得
Ⅰ
以
外
）

▽
一
般
＝
現
役
並
み
所
得
者
、
低
所
得
者

Ⅰ
・
Ⅱ
以
外
の
方

医
療
機
関
で
の
自
己
負
担

　

医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
自
己
負
担

額
は
、
か
か
っ
た
医
療
費
の
１
割
（
現
役

並
み
所
得
者
は
３
割
）
で
す
。

入
院
し
た
と
き
の
食
事
代

　

入
院
し
た
と
き
の
食
事
代
は
、
食
費
の

標
準
負
担
額
を
自
己
負
担
し
ま
す
。
ま
た

療
養
病
床
に
入
院
し
た
場
合
は
、
食
費
と

居
住
費
の
一
部
を
自
己
負
担
し
ま
す
。

（【
表
２
】、【
表
３
】）

【表２】入院時の食費の標準負担額（１食）
２６０円現役並み所得者および一般
２１０円９０日以内

低所得者Ⅱ
１６０円９０日以上
１００円低所得者Ⅰ

【表３】療養病床入院時の食事･居住費の標準負担額
１日の居住費１食の食費所得区分

３２０円４６０円現役並み所得者
および一般

３２０円２１０円低所得者Ⅱ
３２０円１３０円低所得者Ⅰ
０円１００円老齢福祉年金受給者

【表４】自己負担限度額（月額）

所得区分 外来＋入院
（世帯単位）

外来
（個人単位）

８０,１００円
＋

（医療費－２６７,０００円）
×１％

（過去１２カ月以内に限
度額を超えた回数４回
目以降は４４,４００円）

４４,４００円現役並み所得者

４４,４００円１２,０００円一般
２４,６００円８,０００円低所得者Ⅱ
１５,０００円８,０００円低所得者Ⅰ

【表５】自己負担限度額（毎年８月から
翌年７月までが対象）

６７万円（８９万円）現役並み所得者

５６万円（７５万円）一般

３１万円（４１万円）低所得者Ⅱ

１９万円（２５万円）低所得者Ⅰ

※平成２０年度については、平成２０年４
月から平成２１年７月までを期間とし、
（　）内の額を適用します。ただし、平
成２０年８月以降に自己負担が集中して
いる場合などは、通常の限度額を適用
します


